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計画の目的
空家等対策の推進に関する特別措置法（以下、「空家法」という。）に基づき、平成31年（2019年）4月に「熊本市空家等対策計画（以下、「第１次計画」と

いう。）」を策定し、「総合的な空家等対策による安全・安心な魅力ある住環境の実現」を目指して様々な取組みを進めてきた。
第１次計画策定から5年が経過し、これまでの取組の見直しを行い、今後ますます増加する空家等対策をより計画的に進めることを目的とした、「第２次熊本

市空家等対策計画（以下、「本計画」という。）」を策定した。

計画策定の背景
平成31年（2019年）に公表された住宅・土地統計調査の結果によると、熊本地震の影響等により本市の空き家数は減少しているものの、全国の空き家数は過

去最高を更新している。
そのような中、国では、令和5年（2023年）12月13日には空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行され、所有者等の責務の強化に加

え、周囲に悪影響を及ぼす前の有効活用や適切な管理を促す措置、NPO法人や一般社団法人等との官民連携した取組み等、空家等対策が強化された。
本市においても、今後さらなる人口減少が見込まれ、空き家化の予防、空き家の活用や老朽化した空家等への対策を継続的に取り組む必要がある。

計画の位置づけ

対象空家等と規模
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第一次空家等対策計画（令和元年（2019年）～令和5年（2023年）） 2

第一次計画の成果指標の達成状況

基本理念と基本方針

第一次計画の成果指標の達成状況

【年度別の取組実績】



第二次空家等対策計画（令和６年（2024年）～令和13年（2031年）） 3

第2次計画の基本方針 【基本方針、施策の方向性、具体的取組の体系図】



第二次空家等対策計画（「連携体制の強化」と各基本方針の関連イメージ） 4



第二次空家等対策計画の成果指標と評価・検証 5

第2次計画の評価検証

成果指標（アウトカム指標）

その他参考指標

各種取組の成果指標
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